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制定記念
フォーラムを

開 催

地方分権が推進される中で、市において、地域の課題を地域で考える「自己決定」
と「自己責任」に基づいた市政運営が求められています。また、少子高齢・人口減少
社会の到来や市民ニーズの多様化などにより社会環境は大きく変化し、これまでの市
政のあり方では、さまざまな課題に対応することが難しくなってきています。
こうした時代背景を踏まえて、市では、市民をはじめ、多様な主体が担い手となり、
地域の課題に取り組んでいく市政の仕組みが必要と考え、平成⚑⚘年度から自治に関す
る基本的な原理やルールを定めた自治基本条例づくりに取り組んできました。
小平市自治基本条例は、平成⚒⚑年⚑⚒月の市議会定例会で可決され、同月⚒⚒日から施
行されました。この条例には、市における自治の基本理念や、自治の担い手の権利、
責務、さらには市政運営の仕組みなどが定められています。今後、この条例を市民・
市議会・執行機関が共有し、活用することで、よりいっそうの市民自治のまちづくり
を進めていきます。
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自治基本条例の施行にあわせて、条例に関
する理解を深めるために開催します。
と き ⚓月⚒⚐日（土） 午後⚗時〜⚙時
ところ 中央公民館ホール
費 用 無料
定 員 ⚑⚐⚐人
内 容 基調講演、パネルディスカッション
講 師 辻山幸宣さん（㈶地方自治総合研究

所所長）
申込み 当日、会場へ（先着順）

市民の会議による条例案の検討
市では、条例案の検討に当たり、市
民がみずからの取り組みとして進めて
いくという制定基本方針を定め、公募
の市民による「自治基本条例をつくる
市民の会議」（市民の会議）の条例案

の検討を支援して
きました。
市民の会議で
は、⚑⚖⚐回に及ぶ会議を重ね、広報用ポスターや自治基本条例だよりの
作成・配布などの広報活動を積極的に行うとともに、市民意見交換会
やフォーラムなどを開催し、多くの市民の声を聴いて条例案を策定
し、市長に提出しました。
市では、検討過程において、市民の会議への情報提供や意見調整を
行い、条例案の提出を受けて、議案として市議会に提出しました。

条例の内容
条例は、前文ならびに⚑⚑の章、⚓⚙の条文で構成されています。市の自治に関
して、基本となる考え方、自治の担い手である市民・市議会・執行機関の役割、
参加・協働のあり方、コミュニティ活動、市民投票制度などについて定めてい
ます。
この条例の目的は、情報共有を進め、市政運営に参加する機会を拡充し、コ
ミュニティ活動を促進していくことなどにより、多くの市民が今まで以上に多
様な方法で地域のさまざまな課題解決にかかわり、みずからの経験や能力を発
揮し、生かすことができる市民自治のまちづくりを進めていくことです。
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広報用ポスター

今後の取り組み
市では、よりいっそうの参加、協働、コミュニティ活
動の推進に取り組んでいきます。また、市民の皆さんに
この条例を生かしていただけるよう、自治基本条例フォ
ーラムの開催や、条例をわかりやすく解説した逐条解説

ちくじょう

の発行などを通じて、条例の趣旨の周知を図っていきま
す。
※条例案の検討過程は、市政資料コーナー（市役所⚑
階）、小平市ホームページでご覧になれます。


